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趣旨 

 

競争の導入による公共サービスの改革に関する法律（平成18年法律第51号。以下「法」

という。）に基づく競争の導入による公共サービスの改革については、公共サービスによ

る利益を享受する国民の立場に立って、公共サービスの全般について不断の見直しを行い、

その実施について、透明かつ公正な競争の下で民間事業者の創意と工夫を適切に反映させ

ることにより、国民のため、より良質かつ低廉な公共サービスを実現することを目指すも

のである。前記を踏まえ、独立行政法人国際協力機構（以下、「機構」という。）は、公

共サービス改革基本方針（平成26年7月11日閣議決定）別表において民間競争入札の対象と

して選定された機構の横浜国際センター（以下、「JICA横浜」という。）内に設置された

「海外移住資料館」（以下「海外移住資料館」という。）の管理・運営業務について、公

共サービス改革基本方針に従って、民間競争入札実施要項（以下「実施要項」という。）

を定めるものとする。 
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１．事業の詳細な内容及びその実施にあたり確保されるべき質に関する事項 

 １－１．海外移住資料館設置の目的等 

国際協力機構法第13条第5号イに基づき、日本人の海外移住の歴史、世界の日系社会

に関する資料・情報の収集・整理、調査・研究を我が国政府による移住者・日系人支

援事業を踏まえつつ行うとともに、これら情報・資料の展示、情報提供等を通じた海

外移住についての知識普及、および教育を国内外に行うことを目的として、平成14年

のJICA横浜開設時に、施設内2階に設置された。 

横浜は、戦前・戦後を通じて多くの移住者を送出した場所（多くの移民宿や移民向

け貿易会社等が存在し、日本各地から参集した移住者が時間を共にした場所）であり、

昭和48年に最後の移住船「日本丸」がブラジル向けに出発した場所である。戦後につ

いては特に、昭和31年に外務省・横浜移住斡旋所（根岸）が設置され、昭和39年に海

外移住事業団（当時）が「海外移住センター」としてその業務を継承し、海外移住の

拠点となってきたことから、JICA横浜内に設置されることとなったものである。 

 

 １－２．海外移住資料館の施設概要 

慶応2年（1866年）の海外渡航禁止令の廃止以来の日本人の海外移住をテーマとした

常設展示場、日本人の海外移住の歴史と海外日系社会等に関する特定テーマによる期

限付きの展示を行う企画展示室、移住関連資料・書籍を整備し一般からの情報照会等

に対応する図書資料室（海外移住）、ならびに一般収蔵庫、写真特殊収蔵庫を有する。

なお、常設展示の内容は、特別監修をいただいた梅棹忠夫氏（国立民族学博物館初代

館長）の「われら新世界に参加す」をコンセプトに、国立民族学博物館や日本移民学

会などの協力を得て製作された。 

 

（１） 設備の名称・所在地 

名称：独立行政法人国際協力機構 横浜国際センター 海外移住資料館 

所在地：神奈川県横浜市中区新港2-3-1 横浜国際センター2階 

（２） 施設面積：計 1,260㎡ 

常設展示場：732.2㎡ 

企画展示室：130.1㎡ 

図書資料室（海外移住）：56.5㎡ 

移住資料書庫：67.1㎡ 

一般収蔵庫：243.1㎡ 

写真特殊収蔵庫：31.0 ㎡ 

（３） 所蔵資料点数等 

常設展示資料数：約1,500点 

文献・図書類：約20,000点 
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アーカイヴ類：約5,000点（名簿、旅券、身分証明書、契約書や証書、新聞、会

報、報告書、教科書等） 

写真・映像類：約10,000点（写真、ネガ、ポジ、ビデオフィルム、カセットテ

ープ、レコード類） 

標本類：約2,000点（日本から移住先国へ携行した行李、トランクや日用品、移

住先国で使用した農機具や漁具、太鼓や野球用具などの娯楽に関する

用品等） 

（４） 開館時間、休館日 

 一般来場者が入館・入室できる曜日と時間は以下のとおり設定している。但し、

機構担当部署の指示により、節電対策や施設の運営・管理都合による開館時間の

変更や休館日の変更を別途設定する場合がある。 

① 常設展示場（含む企画展示室） 

a．開館時間 火曜日から日曜日 10:00～18:00（入館は17:30迄） 

b．休館日  月曜日（月曜日が祝日の場合は翌日）、年末年始（12/29から1/3） 

② 図書資料室（海外移住） 

a．開館時間 火曜日から土曜日 10:00～18:00（入館は17:30迄） 

b．休館日  日曜日、月曜日、祝日、月末（書庫整理日）、年末年始（12/29

から1/3） 

（５） 常設展示の概要 

当機構（前身の海外移住事業団および国際協力事業団）が、戦後の主に中

南米への移住事業の一翼を担っていたことから、中南米と、それに先行する

ハワイ、北米への移住を主な展示対象としている。展示内容の詳細は、閲覧

資料１．海外移住資料館展示案内「われら新世界に参加す」を参照。 

（６） 主要実績（平成25年度） 

入館者数：37,553人、開館以来の累計人数：339,885人 

教育プログラム参加者数：6,803人 

ホームページアクセス数：163,928 visits 

詳細は閲覧資料２．四半期報告書（平成24年度第1～第4四半期、平成25年度第1

～第4四半期）を参照。 

（７） 皇室御行幸啓等実績 

① 平成16年4月8日：天皇皇后両陛下御行幸啓 

② 平成18年9月25日：秋篠宮殿下御視察 

③ 平成21年12月4日：皇后陛下御行啓（企画展示「海を渡った花嫁物語」） 

 

 １－３．本事業の受託事業者に求める業務姿勢 

  本事業では、我が国政府による移住者・日系人支援事業を踏まえつつ、資料・情報の
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収集・整理、調査・研究、及び海外移住資料館への来館者を確保し、日本人の海外移住の

歴史、世界の日系社会に関する知識の普及を図ることが中心的な課題であることから、受

託事業者には、移住関連情報、調査・研究の日本国内の拠点としての位置付け確保、及び

児童・生徒向けの教育プログラムの参加者の確保と、一般来館者の興味・関心を喚起でき

る内容の展示やイベントを効率的に行うことによる来館者数の確保について、積極的・自

律的に業務を履行することが求められる。このことを前提とし、機構では本事業応札者に

対し、以下①～③の業務姿勢を求めている。応札業者においては、４－２－２．技術提案

書の内容に①～③の業務姿勢に対する自社の考え方および具体的な実現方法を提案するこ

と。 

① 日本人の海外移住の歴史に関する十分な理解に基づく業務姿勢 

特別展示内容の提案や、教育プログラムの運営、外部からの照会への対応など、あら

ゆる場面で日本人の海外移住の歴史に関する、十分な理解が求められるところ、受託事

業者は、かかる理解・知識を十分備えた人材を配置するとともに、配置した人材が、継

続的に自己の知識の伸長を図るような体制を構築することが求められる。 

② 海外日系社会との円滑なコミュニケーションを構築し、保持しようとする業務姿勢 

 受託事業者には、上記①を踏まえ海外日系社会、あるいは日本国内の南米系日系社

会との間で、円滑なコミュニケーションを構築・維持していくことが求められる。 

③ 付加価値のある提案型の業務姿勢 

海外移住資料館への来館者数の増大、サービスの改善を図るため、受託事業者には、

常に現状に満足せず、継続的に向上・改善を実施することが求められる。受託事業者は、

主体的に創造性のある新たなアイディアや業務の進め方に関する提案を、具体的に行う

こと。特に展示含むイベントの企画運営、広報業務については、外部状況の変化に柔軟

に対応しつつ行うこと。 

 

１－４．本事業の内容 

委託を受けることとなった民間事業者は、「われら新世界に参加す」（閲覧資料１．

海外移住資料館展示案内「われら新世界に参加す」を参照）をコンセプトに運営される

海外移住資料館の設置目的を踏まえつつ、以下の事業内容を一括して実施する。他方、

今回民間事業者の裁量権を拡大することで、その創意工夫を発揮し、入館者増に結び付

く運営管理、適切な資料の収集保存等を期待したい。なお、実施方法の変更を行う際に

は、機構側の承認を得て行うものとする。 

 

１－４－１．展示・教育に関する事項 

 

（１）常設展示スペースにおける利用者向けサービス提供 

常設展示スペースに来館する利用者へのサービス提供に必要な業務。主な業務は以下



7 

のとおり。 

① 入館受付、案内関連業務 

a) 開館・閉館業務（照明、ＰＣ、映像等） 

b) 入館者数集計 

c) 問い合わせ対応 

d) イベント窓口業務 

e) 資料や物品の配布、または販売・販売管理業務 

※ 販売する物品の内容・品目・体裁・金額等については、提案の上、機構の事前

承認が必要。なお、資料館で販売する物品等の製作費は、資料館管理運営業務

経費からの支出とせず、民間事業者の負担とする。また、その販売で得た売上

金は民間事業者の収入とする。 

f) アンケートの集計 

g) 緊急対応等業務 

 

② 常設展示スペース、企画展示室内の保守点検業務 

a) 照明、ＰＣ、映像ディスプレイ等の保守点検業務 

b) 展示物品の管理業務 

 

③ 海外移住資料館情報展示システム運用・保守・管理業務 

常設展示スペースにおいて、情報展示システム用サーバより提供している映像・音声

等の情報展示（世界移住マップ、音声情報装置（ホレホレ節）、デジタル移住スペース、

証言映像）が常時適切に運用されるよう保守・管理する。なお、海外移住資料館の情報

展示システムは、クライアント・サーバによる集中管理で提供されている。 

※ 情報展示システムは常設展示の一部をなしており、資料館の根幹を占める部分であ

る。業務には、各種サーバ・システム機器類のリースおよび保守・管理業務（再委

託可能）が含まれる。なお、今後のシステムの継続的使用のため、適宜、見直しを

提案することも可能。 

※ 情報展示システムに係る詳細は閲覧資料８、９、16、17を参照。 

 

④ 常設展示スペースの見直し提案 

常設展示スペースは、2002 年の開館以来、10 年以上にわたって手を加えていない。

今後 10 年を見据えた施設運営を行う上で、展示コンセプトは維持しつつも常設展示ス

ペースの展示内容（含システム）の改定が可能かどうか見直し、提案を行う。 

 

（２）企画展示、公開講座、その他イベント等関連業務 

海外移住資料館の目的、方針等を踏まえ、入館者の増加に資するよう、一般市民にも
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関心を引く内容の企画展示を機構と協力して企画、実施する。企画展示の開催期間は一

企画当たり原則 2か月程度とし、実施場所は原則として海外移住資料館の「企画展示室」

とする。 

また、これら企画展示と連動した、あるいはその他のテーマによる外部者向け公開講

座についても原則年間 3回を目途として企画、実施する。 

また、海外移住資料館の目的に合致し、かつ入館者数確保に寄与することを前提に、

横浜市およびみなとみらい地区を中心とする関連機関、近隣施設、博物館等との連携を

図り、イベント等を行う。加えて、JICA横浜内の JICAプラザで実施する企画やイベン

ト等とも十分な連携を図る。 

なお、料金徴収の伴う企画展示、公開講座、イベント等を提案することも可能。その場合、

実施に当たっては、事前に機構の承認が必要。また、収入の扱いについても事前に機構と協

議の上、決定する。 

 

① 企画展示 

企画展示は、海外移住資料館が取り扱う範囲の日本人の海外移住、および海外日系社

会に関する特定テーマに基づく内容を、海外移住資料館の「企画展示室」のスペースを

利用して一定の期間（原則 2 か月程度）展示するものである。受注した民間事業者は、

海外移住資料館の目的、方針等を踏まえた内容を機構に予め提案し、機構の承認を得る。 

また、学術委員の提案により学術研究プロジェクト等の成果を踏まえた内容の展示を行

う際も同様の対応をする。 

展示内容は、海外移住資料館の収蔵品や、外部団体等から協力を得られる貸与品など

を活用して構成し、来館者増を念頭に置きつつ原則年間 3回以上実施する。受注した民

間事業者は、展示内容の編集、展示方法の選択、展示品の設営、また広報資料（ポスタ

ー、チラシ、看板《海外移住資料館入口、および JICA 横浜入口》等）の制作、広報媒

体の検討・実施に至る一連の内容を提案・担当する。 

 

② 公開講座 

公開講座は、学術委員あるいは外部の講師が、特定のテーマにより一般の来館者に向

けた 2 時間程度の内容の講座を実施するものである。開催場所は原則として JICA 横浜

内とし、原則年間 3回を目途として開催する。受注した民間事業者は、機構担当部署と

連携し、講師との調整、会場準備、講座の進行等の業務を行う。 

 

③ その他イベント等 

海外移住資料館の目的に合致し、かつ入館者数確保に寄与することを前提に、横浜市

およびみなとみらい地区を中心とする関連機関、近隣施設、博物館等が行うイベント等

（例：周辺博物館が合同で企画するミュージアム・クイズラリー等）と連携し、参加、
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乃至関連展示・イベントを行う。また、JICA横浜内の JICAプラザで実施する企画やイ

ベントとも、十分に連携を図る。受注した民間事業者は、イベント参加・実施計画につ

いて予め機構に提案して承認を得る。 

 

（３）教育プログラム運営業務 

海外移住資料館では、小学生から大学生までを対象とする日本人の海外移住に関する

教育プログラムを実施してきており、平成 25 年度は 6,803 人の受講実績がある。本業

務には、海外移住資料館への訪問対応と、学校等への出張対応を含む。本海外移住資料

館の運営・管理業務においては、入館者数総計のみならず、教育プログラムの受講者数

も質を図る指標であるところ、受注した民間事業者は、プログラム受講者数の確保とと

もに、内容についても適切で分かりやすく、受講者の関心を引く内容を企画し、実施す

る必要がある。 

教育プログラムに活用可能な学習教材は閲覧資料３．学習活動の手引き、および海外

移住資料館ホームページ（http://www.jomm.jp/）の「学習プログラム」のページにも

掲載されている。受注しようとする民間事業者は、これらを参照したうえで、技術提案

書において年齢別、学習目的別のモデル・プログラムを 3 種、例示して提案すること。

また、引率者や来館者を対象とするアンケートの集計・分析を行うこと。 

 主たる業務の内容、流れは以下のとおり。 

a) 教育プログラム内容の企画、実施 

※ 機構が別途実施する「国際理解・開発教育支援事業」「キャリア教育」プログ

ラムとの同日受講者に対しては、これらプログラムの機構担当者等と十分に連

携し、相乗効果が確保できる内容とする。 

b) 学習教材等の貸出業務：学習教材（※注）の貸出・返却受付業務を行う。 

※注：紙芝居、かるた、映像資料、『いみんトランク（ハンズオン教材）』など、

海外移住資料館ホームページ「学習プログラム」参照のこと。 

c) 新規来訪校の開拓 

d) 学習教材の改善・新規作成等の提案・作成 

 

（４）広報業務 

企画展示、公開講座、その他イベントに関する特別広報業務、および海外移住資料館

の認知度を高めることを目的とした一般広報業務を行う。これまでは、「海外移住資料

館 友の会メールマガジン」（※注 1）・DM（一部希望者のみ）による情報提供サービ

ス、ホームページ運用業務、さらに季刊広報誌「海外移住資料館だより」の作成・配布

を行ってきており、これらを踏まえつつ、入館者の増加に結び付く広報業務を提案の上、

民間事業者の経費で実施すること。 

想定される業務内容は以下のとおり。 
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a) 年間の広報計画案作成、機構への提案と、承認された計画に基づく広報の実施 

b) プレスリリース等の情報配布先の整備、取材への対応 

c) ｢海外移住資料館だより｣の作成、配布：海外移住資料館の展示内容の広報や、日本

人の海外移住に関する情報提供を目的とし、異文化理解や多文化共生の視点を備え

た季刊広報誌を原則年４回、編集（※注 2）・発行する。 

d) 「海外移住資料館 友の会 メールマガジン」の配信 

e) 海外移住資料館ホームページ（http://www.jomm.jp/）の運用・管理に必要な業務（情

報の追加、修正、整理等含む） 

f) 新規コンテンツの提案、作成 

g) アンケート実施、集計、分析 

 

（※注 1）海外移住資料館 友の会 メールマガジンは、来館者アンケートに「今後の連

絡を希望する」として連絡先を記載された個人を会員として発行しており、その他、近

隣の博物館・資料館、海外移住・国際協力関連団体、計約 130 カ所へ配信。個人では

593名が会員（人数/件数は、いずれも 2014年 7月末現在）。内容は企画展示、公開講

座の案内の他、お勧めの図書資料の情報紹介や、資料館とは直接関係がなくとも機構の

イベント情報なども適宜盛り込んだもの。なおこの「友の会」には、DM 連絡での登録

者もある（203名）。DM連絡は、企画展示、公開講座の案内に限られる。 

 

（※注 2）「海外移住資料館だより」は、四半期毎、年 4回の発行を原則とし、2005年

以降、発行してきている。（閲覧資料４．「海外移住資料館だより」綴じ込みファイル）

主に館内で配布するほか、近隣の公立学校、博物館等へも配布する。 

編集にあたっては、民間事業者が提案する年間台割案、および各号の台割案をもとに、

編集会議を招集して内容を検討する。 

「海外移住資料館だより」のこれまでの主な内容は、海外移住資料館の特別展示、企

画展示の解説や、教育プログラムの実施報告、収蔵資料の解説、海外日系社会に関する

情報提供（海外邦字新聞の記事紹介など）、日本で活躍する海外日系社会に縁のある人

物の紹介など。小学校高学年、中学生でも理解できるやさしい記事とし最大 8ページで

構成してきている。 

 

（５）ボランティア管理業務 

これまで海外移住資料館では、入館者に対する展示内容の解説・案内を担当する「展

示案内ボランティア」、ならびに主に資料整理などを担当する「資料整理ボランティア」

を確保している（※注）。 

受注した民間事業者は、運営に必要と判断した場合においては、適宜ボランティアを

活用することとする。ボランティアを活用する場合、ボランティアについては、研修等
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を実施し育成するとともに、その活動状況を把握・評価し、質を確保すること。 

 

（※注）参考として、現在のボランティアの活動要領は閲覧資料５．のとおり。現在、

登録している展示案内ボランティアは 25名、資料整理ボランティアは 10 名（重複登録

有り）。 

 

１－４－２．資料収集・保存・調査研究に関する事項 

 

（１）一般収蔵庫および写真特殊収蔵庫の収蔵物品の保守業務 

一般収蔵庫、写真特殊収蔵庫等に収蔵されている資料の適切な保存・管理のために必

要な業務を行う。主な業務は以下のとおり。 

a) 新規収蔵物品に関する背景調査・収蔵前処理（燻蒸等）データベース登録 

b) 保管中の資料・物品に関する点検、分類、管理 

c) データベース管理、目録の作成 

※ なお、資料の適切な保存・管理のための処理（燻蒸等）については、必要に応じ、

民間事業者の経費で外注にて実施すること。 

（２）図書資料室（海外移住）における利用者向けサービス提供 

図書資料室（海外移住）に来室、または電話等にて情報提供や照会を求める利用者へ

のサービス提供に必要な業務。主な業務は以下のとおり。 

a) 来室者および照会への対応業務：個人情報保護法、著作権法等、関連法令に留意し

つつ、情報照会、情報提供依頼に適切に対処し、その件数・内容を記録し、機構に

報告する。 

b) 収蔵資料管理業務 

・ 所蔵資料・定期購読物の整理、保守業務 

・ 新規購入資料の選定、提案業務 

※ 海外移住に関連する未収蔵の書籍・資料の購入につき、リストを作成するなど

して機構に対し提案するとともに、機構が承認した資料に対する必要手続き（見

積り徴収等）を行う。なお、購入は機構が行う。 

・ 新規収蔵資料のデータベース登録業務 

・ 図書資料室（海外移住）内の保守管理業務 ：図書資料室（海外移住）収蔵庫内の

日常清掃や、備品の保守・管理を行う。 

c) 特別貸出業務 

収蔵している書籍・資料や物品は、原則として利用者への貸出は行わないが、一定の

条件のもと（利用者の利用目的が、公益性の高いものと認められ、かつ収蔵品の貸出に

より損壊が起こる可能性が小さいと想定できる場合等）で貸出を行う場合、個別の品目

毎に機構の承認を経て、貸出・返却に必要な手続きを行う。 
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（３）学芸業務 

 常設展示スペース、図書資料室（海外移住）、一般収蔵庫および写真特殊収蔵庫に収

蔵している資料や物品に関する調査・研究を行い、関連情報とともに整理し、活用でき

るよう台帳（データベース）を整備する。また歴史的背景等に関する情報についてもあ

わせて収集・整理することにより、外部からの学術的・一般的な照会に対応しうるもの

とする。 

主な業務は以下のとおり。 

a) 情報検索システム（※注）の運用・保守・管理業務  

データ照合や情報追加などを行い、情報検索システムを整備する。また、情報検索

システムが常時適切に運用されるよう保守・管理する。 

※ 業務には、各種サーバ・システム機器類のリースおよび保守・管理業務（再委託

可能）が含まれる。なお、今後のシステムの継続的使用のため、適宜、見直しを

提案することも可能 。 

※  情報検索システムについての詳細は閲覧資料11、12、17を参照。 

※注：情報検索システムは、海外移住資料館ホームページからアクセスし、インター

ネット上で収蔵資料の検索をキーワード入力にて可能とするもの。以下のＵＲＬより

内容を確認できる。http://search.jomm.jp/search/html/koukai/k_search.html 

b) 移住資料デジタルネットワーク化プロジェクトサイト（※注）の維持・管理： 

なお、民間事業者の有する知見やネットワークにより、他団体から新規の開設要

望が寄せられた場合や機構より特定の指示があった場合には、予め機構と協議のう

えで、新規構築に必要な、要望団体との一連の作業を行う。 

※注：日本および世界各国の日本人の海外移住をテーマにした博物館や資料館、あ

るいはそのような施設を持たないものの、資料情報を収集・保存している団体等と

連携し、写真や資料のデジタル・アーカイブ化、およびインターネット上での資料

展示などにより、相互に有する日本人の海外移住に関する資料が有効活用されるこ

とを目指すもの。各サイトは以下の URLより確認できる。 

広島：http://dms-hiroshima.eg.jomm.jp/ 

オキナワボリビア：http://dms-okinawabolivia.eg.jomm.jp/ 

アルゼンチン：http://dms-fana.eg.jomm.jp/ 

ペルー：http://dms-apjmuseojp.eg.jomm.jp/top.html 

c) 日本人の海外移住関係資料を保有する国内の施設・機関等の情報整備・公開：日本

人の海外移住関係資料を保有する施設に関する情報を収集し、ＨＰ上での公開、展示等

により、一般の利用に供する。 

d) 収蔵物品・資料の活用：外部での展示に対応でしたり、資料のデジタル化を進めたり

するなどの方法により、保管中の物品・資料を活用する。 

e) 海外移住事業に関する所蔵情報（主に移住申込書）の整備・活用 
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f) 常設展示品、収蔵品のうち借用・預託品目に関する管理：借用期間の延長手続きや、

二次利用の場合に必要な著作権処理など、必要な管理を行う。 

g) 資料収集に係る調査・研究：国内外の海外移住関連資料に係る調査・研究を通じ、

資料の収集を行う。 

h) 国内外の移住者、日系人等から新規に寄贈、あるいは貸与等の形で物品・図書資料

類が提供された場合にかかる調査や著作権処理、および整理・収蔵方法の検討、活

用の検討などの業務 

i) 国内外の移住研究、ならびに研究者に関する情報収集：移住研究に関する情報を整理

する。 

j) レファレンスサービスの提供および学術的な照会への対応  

k) 国内外の移住者、日系人、あるいは日系団体等との人的ネットワークの維持・拡充 

l) 海外にある日系人関連の資料館、博物館、アーカイブス等との交流および情報交換 

 

１－４－３．横断的事項 

 

（１）本件業務の運営全般に関連する業務 

受注した民間事業者は、資料館の管理・運営に関する以下の業務を行う。 

a) 各年度（初年度を含む）の年間業務計画案の作成を行い、各年度の業務内容・活動

について各年度の開始前までに機構と合意する。 

b) 月次業務報告書、四半期業務報告書、年間業務完了報告書を下記の通り作成し、業

務の進捗状況、成果および提言について機構への報告を行う。 

- 月次業務報告書：民間事業者は、毎月末の下記項目の実績の数値、現況、及び今後

の見通しを機構に報告すること。 

・ 来館者数（一般来館者、学校関係者（15歳以下、16歳以上別） ） 

・ 教育プログラム参加者数（団体数、人数） 

・ ホームページアクセス数（visits ） 

・ 常設展示、企画展示その他の取り組みにかかる利用者アンケート結果 

・ その他実績（図書資料室利用者数、照会件数、収蔵資料貸出件数、教育教材[か

るた/紙芝居/ハンズオン教材]貸出件数、新規登録資料数、他） 

・ 学芸業務、広報、ボランティア管理、展示・イベント、その他管理・運用業務

の状況 

- 四半期業務報告書：民間事業者は、四半期ごとに、当該四半期の本業務実施状況に

ついて、上記の月次報告及び本事業の内容に含まれる業務（企画展示/公開講座等

イベントの実績、情報展示/ホームページ等のコンテンツ拡充実績、その他学芸業

務、アンケート集計結果等を含む）の実績と今後の展望を、当該四半期に属する最

後の月の翌月に（但し各年度の第4四半期については、当該四半期に属する最後の
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月の末日まで）、「四半期業務報告書」として機構への報告を行う。 

- 年間業務完了報告書：民間事業者は、当該年度の本業務実施状況について、実績と

今後の展望（年間を通しての各業務の実施内容、関連の資料）および入館者数、教

育プログラム実施件数、アンケートでの満足度結果を取りまとめ、改善に結び付け

る提言を、当該年度末までに「年間業務完了報告書」として取りまとめ、機構への

報告を行う。上記以外にも、機構から求められた場合は適宜報告を行うこととする。 

 

c) 資料館「館報」の作成：毎年度毎に、資料館年報である「館報」を作成する。館報

には、各年度の事業実績（新規収集資料点数、企画展示・公開講座の概要、教育プ

ログラムの実施状況、入館者数等各種実績値等）を取りまとめる。翌年度 6 月頃迄

を目途に作成（最終年度については、当該年度末までに年報原稿案のみ作成し、次

年度以降の受託事業者へ業務引き継ぎを行う）。詳細は、閲覧資料６．館報綴じ込

みファイルを参照のこと。 

d) トラブル、緊急時の対応について機構への報告を行う。 

e) 民間競争入札の対象案件であることを踏まえ、法に基づき機構が内閣府官民競争入

札等監理委員会（以下、「監理委員会」という）に対して報告書の提出、および報

告を行うにあたり、機構に対して適時・適切な情報提供を行う。  

f) 管理運営用機器のリース、リース機器の管理、リース業者との連絡調整 

g) 業務マニュアル、規程類、様式類の見直し、改訂 

h) 本事業を実施する上で関係機関との連絡・調整 

i) 進捗管理 

j) その他関連業務 

 

（２）関係機関との連携 

海外移住資料館の目的を達成し、幅広い支持を得るために、運営にあたっては以下の

関係機関と連携を図り、各種業務を進めるものとする。 

a) ロサンジェルスの全米日系人博物館、外交史料館、神戸の海外移住と文化の交流セ

ンターなど国内外の主要な移民関連博物館・資料館 

  ※ 2012年度に国内外の移住博物館・資料館関係者を招き開館10周年記念シンポジ

ウムを開催した際に、今後の連携方向性を確認している。資料相互貸出や共同

調査研究等を想定している。 

b) 広島県、沖縄県、熊本県、福岡県、和歌山県など移民送出県 

※ 共同のイベントや企画展示開催等を想定している。 

c) 神奈川県立歴史博物館、横浜開港資料館、横浜みなと博物館など近隣の類似博物館・

資料館 

※ 資料保存の助言を仰ぐことや、みなとみらい地区でのお勧めコースづくり等を
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想定している。 

d) 横浜市、神奈川県、公益財団法人横浜観光コンベンション・ビューロー（YCBV）、

一般社団法人横浜みなとみらい 21（YMM）、神奈川県博物館協会などの関係自治体・

機関 

※ 自治体では、例えば横浜市は 2015年度日系人が多いカナダ・バンクーバーとの

姉妹都市 50周年であり、関連・共同企画等の開催、また、YCBVや YMMなどの広

報媒体による情報発信やイベントへの参画等を想定している。 

e) メディア関係 

※ 広報発信に関する地元メディアとの関係構築等を想定している。 

 

（３）学術委員会関連業務 

 機構が設置、開催する学術委員会（※注 1）に関し、受注した民間事業者は、会合の

開催準備、関係者との連絡調整、当日の運営補助、および資料館の運営に関する詳細情

報の提供、事務業務（謝金・交通費の精算資料取りまとめ、議事録案作成等）を担当す

る。また機構が採択し、学術委員会にて管理される「学術研究プロジェクト」（※注 2）

については、各研究に必要な支援業務を担当する。主な業務は以下のとおり。 

a) 学術委員会 

・ 開催準備（日程調整、会場準備他） 

・ 委員会への出席 

・ 委員への謝金・交通費支払に必要な書類の取りまとめ（機構から各委員に直接支払） 

・ 議事録案の作成、各委員への配布・確認の取りつけ 

・ 指摘事項への対応（機構と相談のうえ対応） 

b) 学術研究プロジェクト関連業務 

・ 学術研究プロジェクトの実施経費の請求・精算にかかる各研究者の支援 

・ 学術研究プロジェクト成果の発表機会に関する各研究者からの相談への対応 

c) 研究紀要（※注 3）発行関連業務 

学術研究プロジェクトの各年の成果や、関連研究は、研究紀要に取りまとめて報告さ

れる。民間事業者は、これに関わる以下の業務を行う。 

・ 学術委員会にて決定された掲載論文（もしくは研究ノート、資料紹介、史料翻刻等）

にかかる原稿の取りまとめ 

・ 印刷会社への発注および校正の確認、各委員への確認依頼 

・ 最終原稿の確定、印刷、納品の確認 

・ 関係先（国内外の資料館等）への配布：配布先については予め機構と相談 

・ PDF版の作成、および HP上での公開 

 

（※注 1）学術委員会の位置づけ等については別紙 3、4 を参照。開催回数は、学術委
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員会は原則年度 2回程度。 

（※注 2）学術委員会で議論され、実施が決定した研究課題について、年間 400万円を

上限に研究者グループ（代表者１名を予め選定）に委託して実施する。本研究委託費は

契約金額に含まれないが、民間事業者は事務局として、研究者への研究委託費支給に係

る取りまとめ業務を行う。 

（※注 3)研究紀要は毎年 1 回発行。閲覧資料７．研究紀要[8]平成 25 年度、あるいは

ホームページ上でも各年度の研究紀要を PDF版で確認可能。 

 

（４）引き継ぎ関連業務 

受注した民間事業者は、以下のとおり引き継ぎに関する業務を行う。 

a) 平成 26年度の本業務実施業者（以下、現行業者）より、平成 27年 3月 31日までの

間に引き継ぎを受ける。並行稼働期間中、現行業者は、平成 27年度からの受注者（以

下、新規業者）が円滑に業務を行えるよう、現在担当している業務を実施しつつ、

その全てについて平成 27年度からの新規業者に対する引き継ぎを、書面、口頭に加

え、海外移住資料館、図書資料室（海外移住）、その他必要な場所・施設・機関に

て行う役割を担う。また平成 27年度からの新規業者は、これを十分に引き継ぐ義務

を負う。 

b) 日常的に利用するマニュアル類の随時の見直し、改訂を行う。 

c) 平成 29年度末の本業務契約期間満了までに、平成 30年度以降の本業務受託者に対

し、上記 a）と同じ方法で業務の引き継ぎを行う。また、この際に必要となるマニ

ュアルを、日常利用する業務マニュアルに加えて予め整備、作成する。 

d) 並行稼働期間中、契約に基づく各種業務の責任は現行業者が負う。 

 

１－５．執務場所 

 人員の執務場所については、原則としてJICA横浜内に勤務するものとする。LANや電話・

FAXの維持に必要な費用については、受注した民間事業者が負担する。 

 

１－６．業務の実施にあたり確保されるべき質 

（１） 下記１－６.(２)の確保されるべき質を達成するため、１－４－３．（１）a）の年

間業務計画に基づき業務が確実に実施される。 

（２） 海外移住資料館を来訪・見学、活用する利用者が増え、日本人の海外移住の歴史、

世界の日系社会に関する知識の普及を図るという海外移住資料館の目的が達成され

る。以下の目標を達成することにより、実施した業務の質を確保する。 

①  来館者数：一年度あたり34,000人以上。 

② 教育プログラム参加人数：一年度あたり5,400人以上。 

※ ①、②の数値は過去3年間の実績平均をもとに設定している。 
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③ 来館者アンケートの評価：常設展示、企画展示、教育プログラムそれぞれについて、

有効回答のうち、「とても良い」「良い」の回答が７０％以上の評価を得ること。 

※ アンケートについては、「別紙７ アンケート様式」を参照。 

（３） モニタリングの方法 

機構は、事業実施中の公共サービスの質の確保状況について、１－４－３．（１）b）

の報告書、および海外移住資料館での観察、調査等により確認する。 

（４） 業務の改善策の作成・提出等 

民間事業者は、次の場合、速やかに業務の改善策（機構への改善提案を含む。）を

作成し、機構の承認を得たうえで改善策を実施するものとする。なお、民間事業者

は、改善策の作成・実施にあたり、機構に対して必要な助言および協力を求めるこ

とができる。 

① 機構が１－４－３．（１）b）に示す報告、および業務の実施状況の観察により、

事業の実施に当たり確保されるべき質が満たされないおそれがあり、業務の改善を

求めた場合。 

② 民間事業者が業務の実施状況を踏まえ、事業の実施にあたり確保されるべき質の確

保・向上を図るため、業務の改善が必要と判断した場合 

（５） 業務実施に係る報告及び委託費の支払い 

① 民間事業者は、四半期ごとに当該四半期に属する最後の月の翌月末日までに「四半

期業務報告書」を機構に提出するものとする。また、各年度末までに当該年度「年

間業務完了報告書」を機構に提出するものとする。なお、第４四半期における「四

半期業務報告書」については、業務完了後速やかに提出するものとし、各年度の業

務完了報告書と同時に提出すること。 

また、報告書等の作成にあたってはグリーン購入法の基準に適合した仕様とする。

グリーン購入法の基準については以下のURLを参照のこと。 

http://www.env.go.jp/policy/hozen/green/g-law/index.html 

② 機構は、提出された四半期業務報告書に基づき、委託業務が適正に実施されている

ことを確認し、結果を民間業者へ通知する。民間事業者は、業務確認通知を受けて

から、当該期間の契約金額にかかる請求書を機構へ提出し、機構は適法なる請求書

を受理してから起算して３０日以内に口座振込みの方法により民間事業者に支払

うこととする。 

③ 上記②の支払に加え、以下の条件を全て満たした場合は、報奨金（インセンティブ）

として契約金額（当該年度分）の１％に相当する金額を支払うものとする。なお増

額は、当該年度の第４四半期の支払と同時に行うものとする。 

a) 実施要項における要件が年間業務報告書において確実に反映されていること。 

b) 上記１－６.（２）①、②、③の目標を全て達成する。 

c) 上記１－６.（２）①については目標値の１０％を超過する。 
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④ 上記③の全ての条件を満たした場合に限り、以下の条件を満たした場合には、報奨

金を追加する。なお増額は、当該年度の第４四半期の支払と同時に行うものとする。 

a) 上記１－６．（２）①について、目標値の２０％を超過した場合、契約金額（当

該年度分）の１％に相当する金額を追加する。 

b) 上記１－６．（２）①について、目標値の３０％を超過した場合、契約金額（当

該年度分）の１％に相当する金額を追加する。 

c) 上記１－６．（２）①について、目標値の４０％を超過した場合、契約金額（当

該年度分）の１％に相当する金額を追加する。 

よって、③、④の条件をすべて満たした場合には、最大で契約金額（当該年度分）の４％

を報奨金として支払う。 

⑤ １－６．（２）①、②いずれかの項目について、目標とする数値を１０％以上下回

る実績となった場合は、契約金額（当該年度分）から、その額の１％に相当する金

額を減額するものとする。但し天災の発生など、民間事業者の責任に起因しない要

因が有ったと機構が認める場合にはこの限りではない。なおこの減額は、当該年度

の第４四半期の支払から行うものとする。 

⑥ 法令の変更により事業者に生じた合理的な増加費用及び損害は、a)からc)に該当す

る場合には機構が負担し、それ以外の法令変更については民間事業者が負担する。 

a) 本業務に類型的又は特別に影響を及ぼす法令変更及び税制度の新設 

b) 消費税その他類似の税制度の新設・変更（税率の変更含む） 

c) 上記a)及びb)のほか、法人税その他類似の税制度の新設・変更以外の税制度の

新設・変更（税率の変更含む） 

 

１－７．費用負担等に関するその他の留意事項 

（１） 消耗品 

本業務を行う上で民間事業者が使用する消耗品や付属品等については民間事業者が

準備し、その費用を負担する。 

（２） 光熱水費 

機構は、民間事業者がJICA横浜内で本業務を実施するために必要な光熱水費を負担

する。ただし、電話、インターネット等の通信料金は民間事業者が負担する。 

（３） 事務機器 

民間事業者は、本業務を実施するために必要な電話設備、ファクシミリ、インター

ネット回線、パソコン等の必要な事務機器を用意すること。インターネット回線は、

民間事業者によるOA機器類の調達範囲に相当する、執務スペース、図書資料室（海

外移住）、ならびに常設展示スペース入口受付における業務に必要な範囲が対象と

なる。 
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１－８．業務実施にかかる体制 

 本業務を実現できるもっとも効率的な体制を構築し、適切な人員を配置すること。 

 

２． 実施期間に関する事項 

業務委託契約の契約期間は以下のとおりである。 

 契約開始日（契約締結日）：平成27年3月中旬頃 

 業務導入期間：契約開始日から平成27年3月31日 

 業務開始日：平成27年4月1日 

（平成27年3月中旬から平成27年3月31日までは、平成26年度本業務実施業者との並行

稼働期間とする） 

 業務（契約）完了時期：平成30年3月31日 

 

３． 入札参加資格に関する事項 

３－１．入札参加資格 

（１） 法第15条において準用する第10条(第11号を除く。)に抵触しない者であること。 

（２） 予算決算及び会計令（昭和22年勅令第165号、以下「予決令」という。）第70条の規

定に該当しない者であること。なお、未成年者、被保佐人又は被補助人であって、

契約締結のために必要な同意を得ている者は、同条中、特別な理由がある場合に該

当する。 

（３） 予決令第71条の規定に該当しない者であること。 

（４） 公告日において平成25・26・27年度の全省庁統一資格結果通知書等を取得している

場合であって、全省庁統一資格の「役務の提供等」の「Ａ」、｢Ｂ｣又は｢Ｃ｣の等級

に格付けされ、関東甲信越地域の競争参加資格を有する者。代表者以外の共同企業

体構成員（下記３－２．に規定する共同体および補強による構成員をいう。）にあ

っては、「Ａ」、「Ｂ」、「Ｃ」又は「Ｄ」の等級に格付けされている者であるこ

と。 

（５） 上記３－１．（４）における登録者でない者で本件の参加を希望する者は、本件に

限って資格審査（簡易審査）を受けることができる。 

（６） 機構、官公庁から指名停止等を受けている期間中でないこと。 

（７） 法人税並びに消費税及び地方消費税の滞納がないこと。 

 

３－２．共同企業体の結成及び補強の可否 

３－２－１．共同企業体 

 単独で本業務が担えない場合は、適正に業務を遂行できる共同企業体（当該業務を共同

して行うことを目的として複数の民間事業者により構成された組織をいう。以下同じ。）

として参加することができる。その場合、入札書類提出時までに共同企業体を結成し、代
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表者を定め、他の者は構成員として参加するものとする。また、共同企業体の構成員は他

の共同企業体の構成員となること、又は、単独で入札に参加することはできない。なお、

共同企業体で入札に参加する場合は、共同企業結成に関する協定書又はこれに類する書類

を作成すること。 

 なお、構成員になれる民間事業者は、代表となる民間事業者と同様に上記３－１．（１）

から（７）で示す条件を満たすこと。 

 

３－２－２．補強 

技術提案書を提出する民間事業者（共同企業体の場合の構成員を含む）の補強を認める。

ただし、技術提案書を提出する社（共同企業体の場合の構成員を含む）の従業員は、本案

件の技術提案書を提出する他社の補強要員となることは認めない。 

【定義】 

〈業務従事者〉：本件業務に従事する者（技術提案書に本件の業務従事者として氏名の記載がある者） 

〈共同企業体〉：複数の民間事業者が、それぞれの民間事業者の特徴を相互に補完し、構成員相互の信頼

と協調を元に連帯責任をもって業務を実施する場合に構成する企業体 

〈従業員〉：受注を希望する民間事業者（技術提案書を提出する民間事業者）の経営者及び同社が雇用し

ている者（主たる賃金を受ける雇用関係にある者）で雇用保険等による確認ができる者 

〈補強〉：〈業務従事者〉であって、受注を希望する民間事業者（技術提案書を提出する民間事業者）の

〈従業員〉でない者 

 

４．入札に参加する者の募集に関する事項  

４－１．入札に係るスケジュール 

ア. 入札公告          : 平成26年11月下旬頃  

イ. 入札説明会   : 平成26年12月上旬頃  

ウ. 質問（※注）受付期限  : 平成26年12月中旬頃  

エ. 競争参加資格確認書類提出期限 : 平成26年12月下旬頃 

オ. 技術提案書提出期限  : 平成27年1月上旬頃  

カ. プレゼンテーション  : 平成27年1月中旬頃 

キ. 技術提案書の審査   : 平成27年1月中旬頃  

ク. 開札及び落札者の決定  : 平成27年1月下旬頃  

ケ. 契約締結    : 平成27年3月中旬頃 

 

※注 入札公告以降、JICA横浜において入札説明書等の交付を受けた者は、本実施要項の

内容や入札にかかる事項について、入札説明会後にJICA横浜に対して質問を行うことがで

きる。質問方法は入札説明会にて説明する。なお、原則として質問内容、及び質問に対す

るJICA横浜からの回答は入札説明書等の交付を受けた全ての者に公開する。ただし、民間
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事業者の権利、競争上の地位、ノウハウを害する可能性があると判断される場合には、質

問者の意向を確認のうえ、公開しない場合がある。 

 

４－２．入札の実施手続き 

４－２－１．提出書類 

 民間競争入札に参加する者（以下「入札参加者」という。）は、入札金額を記載した書

類及び次に掲げる書類を別に定める入札公告及び入札説明書に記載された期日と方法によ

り、機構が指定する場所まで提出すること。 

（１） 総合評価のための業務運営の具体的な方法及びその質の確保の方法等に関する書類

（以下、「技術提案書」という。） 

（２） 入札書 

（３） 全省庁統一資格審査結果通知書（写） 

（４） 法第１５条において準用する法第１０条に規定する欠格事由のうち、暴力団排除に

関する規定について評価するために必要な書類 

 

４－２－２．技術提案書の内容 

 入札参加者が提出する技術提案書には、技術提案の内容として明らかにされる業務の質

に関する評価を受けるため、以下の（１）から（５）を大項目として作成する。また、次

の事項を漏れなく記載すること。なお、詳細な内容は「別紙２ 評価項目一覧表」を参照

すること。 

（１） 基本事項 

① 組織的基盤に関する事項：主たる事業概要、従業員数、事業所の所在地、主要株主

構成等に関する情報を記載すること。 

② 経理的基盤に関する事項：下記、証明書および申請書を添付すること。 

- 登記事項証明書 

- 直近3期分の法人税確定申告書の写（税務署受付印のある申請書一式。財務諸表も

添付すること。なお直近の決算月が入札日から3ヵ月以上遡る場合は、入札日が属

する月の前月末まで残高試算表を添付すること。） 

- 法人税並びに消費税及び地方消費税の納税証明書［直近のもの］ 

（２） 業務の実施方針 

（３） 業務の実施体制 

 本業務の実施に関する責任体制を明確に記載すること。 

（４） 民間事業者（社）に望まれる経験・能力等 

（５） 事業内容 

① 常設展示スペースにおける利用者向けサービス提供 

② 企画展示・公開講座、その他イベント等関連業務 
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 27年度3回分の展示テーマおよび展示内容の概要を提案すること。 

③ 教育プログラム運営業務 

④ 広報業務 

⑤ ボランティア管理業務 

ボランティアの設置に係る判断を示すこと。なお、設置する場合、ボランティアの

適切な管理方法および質の向上を図るべく提案を具体的に記載すること。 

⑥ 一般収蔵庫および写真特殊収蔵庫の収蔵品の保守業務 

⑦ 図書資料室（海外移住）における利用者向けサービス提供 

⑧  学芸業務 

⑨  関係機関との連携 

 

４－２－３．入札金額積算にあたって注意すべき事項 

 入札金額は、消費税等に係る課税事業者であるか免税事業者であるかを問わず、契約期

間内の人件費（管理費を含む。）及び物件費の総額の税抜相当金額とすること。 

 

５．落札者を決定するための評価の基準その他落札者の決定に関する事項 

委託業務を実施する者（以下「落札者」という。）の決定は、総合評価方式によるもの

とする。なお、本業務に係る技術提案書の審査・評価に当たり、客観性・公平性を確保す

るため、外部有識者による審査を行うこととする。 

 

５－１．評価配点 

 評価にあたっては、300点の範囲内で配点を行い、技術評価と価格評価に区分し、配点を

それぞれ200点、100点とする。 

 

５－２．技術評価の方法 

 技術評価は、以下の５－２－１．必須審査項目 及び ５－２－２．加点審査項目 に

基づいて行う。なお、詳細な評価観点等の内容については、「別紙２ 評価項目一覧表」

を参照すること。 

 

５－２－１．必須審査項目 

必須審査項目審査においては、入札参加者が技術提案書に記載した内容が「別紙２ 評

価項目一覧表」必須項目を満たしていることを確認する。全て満たした場合は基礎点20点

を付し、ひとつでも満たしていない場合は失格とする。 

 

５－２－２．加点審査項目 

 上記５－２－１．の必須審査項目をすべて満たした提案については、以下の各項目につ
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いて「別紙２ 評価項目一覧表」に記載する配点に従い採点を行い、加点審査点(0点～180

点)とする。以下にポイントを記載する。 

（１） 業務の実施方針 

・ 提案されている基本方針を踏まえ、地域に根差した魅力ある運営方針が示されているか。

（0点～10点） 

（２） 業務の実施体制 

提案された方針を確実に達成するための体制が示されているか。（0点～10点） 

（３） 民間事業者（社）に望まれる経験・能力等 

・ 資料館、博物館、図書館等、不特定多数の来館者が学習のために訪れる施設の管理・運

営業務を行った経験があるか。（0点～5点） 

・ 各種資料・情報の収集・整理、調査・研究を行った経験はあるか。（0点～5点） 

（４） 事業内容 

① 常設展示スペースにおける利用者向けサービス提供 

・ 常設展示スペースにおける利用者向けサービスの質的向上を図るべく提案が具体的に

示されているか。（0点～20点） 

② 企画展示、公開講座、その他イベント等関連業務 

・  企画展を中心に、海外移住に対して必ずしも関心の高くない層を引き付けることのでき

るような、魅力のある提案が具体的に示されているか。（0点～20点） 

③ 教育プログラム運営業務 

・ 受講者の増加や満足度の向上に資する提案がモデル・プログラムとして具体的に示され

ているか。（0点～20点） 

④ 広報業務 

・ 来館者数の増加に資する戦略的かつ効果的な広報の提案が具体的に示されているか。（0

点～20点） 

⑤ 一般収蔵庫および写真特殊収蔵庫の収蔵物品の保守業務 

・ 収蔵資料の適切な保存・分類・管理を効果的かつ効率的に実施するための提案が具体的

に示されているか。（0点～20点） 

⑥ 図書資料室（海外移住）における利用者向けサービス提供 

・  利用者の増加に資する魅力のあるサービス提供の提案が具体的に示されているか。（0

点～10点） 

⑦ 学芸業務 

・  資料の収集・整理、保存・分類・管理、調査・研究、情報提供の方法について、日本人

の海外移住や海外日系人社会に関する資料や情報の集積の拠点としての機能拡充に資

する提案が具体的に示されているか。また、レファレンスサービスについて具体的な提

案が示されているか。（0点～20点） 
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⑧  関係機関との連携 

・ 国内外の関係する博物館・資料館、各移民送出県、横浜市およびみなとみらい地区を中

心とする関連機関、近隣施設、博物館等との間で、緊密なネットワークを構築していく

にあたり、必要な提案が具体的に示されているか。（0点～20点） 

 

 なお、審査基準の目安は以下のとおり。 

 

評価 評価内容 得点 

  ５点満点 １０点満点 ２０点満点 

Ａ 非常に優れている ５ １０ ２０ 

Ｂ 優れている ４ ８ １５ 

Ｃ 標準的・普通 ３ ５ １０ 

Ｄ 不十分・あまり期待できない １ ２ ５ 

Ｅ 記載なし、又は期待できない ０ ０ ０ 

 

５－３．価格評価の方法 

 価格点については以下の評価方式により算出する。 

  入札価格に対する価格点＝価格点の配分（100点）×（１－入札価格/予定価格） 

 

５－４．落札者の決定 

（１） 加算方式による総合評価落札方式とする。契約担当役から競争参加資格の確認を受

け、技術提案書を持参した入札参加者で、上記５－２．評価方法における必須審査

項目を全て満たし、機構の会計規程第25条の規定に基づいて作成された予定価格の

制限の範囲内で、かつ、加点審査項目における得点に上記５－３．の評価方法にお

ける入札価格の得点を加えて得られた値が最も高い者で有効な入札を行った者を落

札予定者とする。 

（２） 必須審査項目を全て満たしている者のうち、予定価格の制限に達した価格の入札が

ない場合は、直ちに再度の入札を行う。 

（３） 落札予定者とするべき者の入札価格が、１０分の６を予定価格に乗じて得た額に満

たない場合は、その価格によって契約の内容に適合した履行がなされない恐れがあ

ると認められる場合、以下の①～⑦の事項について改めて調査を実施する。この場

合は、落札者の決定を一旦保留し、契約の内容に適合した履行がなされることを確

認の上、落札者を決定する。契約の相手方となるべき者と契約を締結することが公

正な取引の秩序を乱すこととなる恐れがあって、著しく不適当であると認める場合

は、予定価格の範囲内の価格をもって入札した他の者のうち、総合評価点が最も高

い１者を落札予定者として決定することができる。 
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① 当該価格で入札した理由及びその積算の妥当性（当該単価で適切な人材が確保され

ているか否か、就任予定の者に支払われる賃金額が適正か否か、就任予定の者が当

該金額で了解しているか否か） 

② 当該価格の履行体制（常駐者の有無、人数、経歴、勤務時間、専任兼任の別、業務

分担等が適切か否か） 

③ 当該契約期間中における他の契約請負状況 

④ 国の行政機関等及び地方公共団体等に対する契約の履行状況 

⑤ 経営状況 

⑥ 信用状況 

⑦ その他必要な事項 

 

５－５．落札者が決定しなかった場合の措置  

機構は、初回の入札において入札参加者がなかった場合、必須審査項目を全て満たす入

札参加者がなかった場合または再度の入札を２回まで行ってもなお落札者が決定しなかっ

た場合は、原則として、入札条件等を見直した後、再度公告を行う。  

再度の公告によっても落札者となるべき者が決定しない場合、又は業務の実施に必要な

期間が確保できない等、止むを得ない場合は、別途、当該業務の実施方法を検討・実施す

ることとし、その検討結果及び理由を公表するとともに、監理委員会に報告するものとす

る。 

 

６．入札対象事業に関する従来の実施状況に関する情報の開示に関する事項 

「別紙１ 従来の実施状況に関する情報の開示」のとおり。 

 

７. 民間事業者に使用させることができる機構所有財産に関する事項 

７－１．施設 

 執務場所については１－５．記載の通り。教育プログラムや公開講座等のイベントにお

いては、機構と調整、事前の承認を得た上、JICA横浜のセミナールームや体育館等、必要

なスペースを利用することが出来る。また業務に必要な各種打ち合わせについても同様に、

必要に応じて使用することができる。 

７－２．設備 

 機構と相談の上、事業者が業務に必要な機器・設備等を持ち込むことができるものとす

る。パソコンを持ち込む場合は、機構の承認に基づき業務に必要な数だけのLAN接続口と電

源を使用可能とする。 
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８. 民間事業者が機構に報告すべき事項、秘密を適正に取り扱うために必要な措置、その

他事業の適正かつ確実な実施の確保のために民間事業者が講ずべき事項 

８－１．民間事業者が機構に報告すべき事項、機構の指示により講ずべき措置  

８－１－１．報告等  

 民間事業者は、月次報告、四半期報告、年間報告を機構に行うこと。なお、民間事業者

は、本件事業に関するクレームやトラブルについては、その内容及び対処方法を速やかに

機構に報告すること。 

 

８－１－２．調査 

（１） 機構は、委託業務の適正かつ確実な実施を確保するために必要があると認めるとき

は、法第26条1項に基づき、民間事業者に対し、必要な報告を求め、又は事務所に

立ち入り、委託業務の実施の状況若しくは記録、帳簿書類その他の物件を検査し、

若しくは関係者に質問することができる。  

（２） 立入検査をする機構の職員は、検査等を行う際には、当該検査が法第26条第1項に

基づくものであることを民間事業者に明示するとともに、その身分を示す証明書を

携帯し、関係者に提示するものとする。  

 

８－１－３．指示 

（１） 機構は、委託業務を適正かつ的確に実施させるために、民間事業者に対し、必要な

措置をとるべきことを指示することができる。 

（２） 機構は、インセンティブ指標の状況、および入館者アンケートの結果やクレームや

トラブルの対応報告等により、関連の業務が適切なものであるかの確認を行い、不

適切と判断する場合には、実施方法、実施計画の変更を求める。  

 

８－２．秘密を適正に取り扱うために必要な措置 

８－２－１．個人情報の保護並びに秘密の保持 

（１） 民間事業者は、個人情報を収集及び保管し、又は使用するに当たっては、委託業務

の実施に必要な範囲内でこれらの個人情報を収集及び保管し、又は使用しなければ

ならない。民間事業者は、これらの個人情報を、自ら行う事業若しくは機構以外の

者との契約に基づき実施する事業に用いてはならない。  

（２） 民間事業者は、個人情報を適正に管理するために必要な措置を講じなければならな

い。  

（３） 民間事業者、その役職員その他委託業務に従事する者又は従事していた者は、委託

業務の実施に関して知り得た秘密を漏らし、又は盗用してはならない。これらの者

が秘密を漏らし、又は盗用した場合には、法第54条により罰則の適用がある。  
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８－３．情報セキュリティ 

 民間事業者は、機構が定める情報セキュリティ管理規程及び情報セキュリティ管理細則

を準用し、これら規定類に定められた事項につき、適切な措置を講じるものとする。 

８－４．契約に基づき民間事業者が講ずべき措置  

８－４－１．事業の開始及び中止  

（１） 民間事業者は、契約が締結された日から委託業務を開始すること。 

（２） 民間事業者は、やむを得ない理由により委託業務を中止しようとするときは、予め

機構と協議し、承認を得なければならない。この場合において、民間事業者は、中

止を決定した日が属する月の翌月末までに、中止時点までの委託業務の実施内容、

及び実施に要した経費について、機構に報告しなければならない。機構は、中止を

決定した時点までに民間事業者が事業実施のために要した経費を除き、委託業務に

ついての委託費の支払いは行わない。  

 

８－４－２．公正な取り扱い  

民間事業者は、委託業務の実施において入館者、情報照会者等を合理的な理由なく区別

してはならない。  

 

８－４－３．金品等の授受の禁止 

民間事業者は、委託業務において、１－４－１．（１）① e）の販売・販売管理業務等、

機構が認める場合を除き、金品等を受け取ること又は与えることをしてはならない。 

 

８－４－４．宣伝行為の禁止 

民間事業者及びその事業に従事する者は、「独立行政法人国際協力機構」、｢JICA｣「横

浜国際センター」、｢JICA横浜｣及び「海外移住資料館」の名称並びに機構の保有するロゴ

などを委託業務以外の自ら行う事業の宣伝に用いてはならない（一般的な会社案内資料等

において列挙される事業内容や受注業務の一つとして事実のみ簡潔に記載する場合は除

く。）。また、自ら行う事業が委託業務「海外移住資料館」の管理・運営業務の一部であ

るかのように誤認されるおそれのある行為をしてはならない。 

 

８－４－５．法令の遵守 

 民間事業者は、本事業の実施に当たり適用を受ける関係法令等を遵守しなくてはならな

い。 

 

８－４－６．安全衛生 

 民間事業者は、本業務に従事する者の労働安全衛生に関する労務管理については、責任

者を定め、関連法令に従って行わなければならない。 
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８－４－７．機構との契約によらない自らの事業の禁止  

民間事業者は、上記１－５．に記載する執務場所、ならびに海外移住資料館において、

機構の許可を得ることなく自ら行う事業（機構との契約に基づく事業を除く。）、又は機

構以外の者との契約に基づき実施する事業を行ってはならない。 

 

８－４－８．取得した個人情報の利用の禁止 

 民間事業者は、本業務によって取得した個人情報を、自らが行う事業又は機構以外の者

との契約（本業務を実施するために締結した他の者との契約を除く。）に基づき実施する

事業に用いてはならない。 

 

８－４－９．記録及び帳簿書類の整備 

民間事業者又は民間事業者であった者は、委託業務の実施状況に関する記録及び帳簿書

類を作成し、委託業務を終了し又は中止した日の属する年度の翌年度から起算して10年間、

保管しなければならない。 

 

８－４－１０．権利の譲渡 

民間事業者は、業務委託契約に基づいて生じた権利の全部又は一部を第三者に譲渡して

はならない。  

 

８－４－１１．権利義務の帰属 

民間事業者は、業務委託事業の実施が第三者の特許権、著作権その他の権利に抵触する

ときは、その責任において、必要な措置を講じなければならない。  

 

８－４－１２．再委託 

（１） 民間事業者は、機構から委託を受けた本事業の実施に当たり、その全部を一括し

て再委託してはならない。 

（２） 民間事業者は、本事業の実施に当たり、その一部について再委託を行う場合には、

原則としてあらかじめ技術提案書において、再委託先に関する事項（再委託先の住

所・名称、再委託先に委託する業務の範囲、再委託を行うことの合理性及び必要性、

再委託先の業務履行能力並びに報告徴収その他運営管理の方法（以下、｢再委託先等｣

という。）について記載しなければならない。 

（３） 民間事業者は、委託契約締結後やむを得ない事情により再委託を行う場合には、

再委託先等を明らかにした上で機構の承認を得ることとする。 

（４） 民間事業者は、前記（２）または（３）により再委託を行う場合には再委託先か

ら必要な報告を徴収することとする。 

（５） 再委託先は、前記の個人情報の保護並びに秘密の保持、公正な取扱い、金品等の
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授受の禁止、宣伝行為の禁止、機構との契約によらない自らの事業の禁止及び権利

義務の帰属については民間事業者と同様の義務を負うものとする。 

 

８－４－１３．契約内容の変更 

（１）業務従事者の変更  

技術提案書に記載された業務総括に従事する者については、原則、変更を認めない。

ただし、業務従事者の疾病等やむを得ない事由により変更の必要が生じた場合には、民

間事業者は機構の承認を得ることとする。 

（２）その他契約内容の変更 

業務の質を向上させるため又はやむを得ない事由により、契約期間中に、実施体制等

の内容を変更する必要が生じた場合には、民間事業者は機構の承認を受けるとともに、

法第21条の規定に基づく手続を適切に行わなければならない。 

 

８－４－１４．談合等不正行為 

民間事業者は、次のいずれかに該当したときは、機構の請求に基づき、契約金額の100分

の10に相当する額を談合等不正行為に係る違約金として支払わなければならない。 

（１） 本委託業務の契約に関し、私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律（昭

和22年法律第54号）第3条の規定に違反し、又は民間事業者が構成事業者である事業

者団体が同法第8条第1項第1号の規定に違反したことにより、公正取引委員会が民間

事業者に対し、同法第7条の2第1項の規定に基づく課徴金の納付命令を行い、当該納

付命令が確定したとき。 

（２） 本委託業務の契約に関し、民間事業者（法人にあたっては、その役員又は使用人

を含む。）の刑法（明治40年法律第45号）第96条の3又は私的独占の禁止及び公正取

引の確保に関する法律第89条第1項若しくは第95条第1項第1号に規定する刑が確定

したとき。 

 

８－４－１５．契約の解除 

機構は、民間事業者が次のいずれかに該当するときは、契約を解除することができる。

この場合、機構に損害が生じたときは、民間事業者は、機構に生じた損害を賠償する責任

を負う。 また、以下（１）から（１３）の規定により、委託契約を解除したときには、民

間事業者は機構に対し、契約金額の100分の10に相当する額を解約違約金として支払わなけ

ればならない。 

なお、委託契約が解除された場合において、民間事業者は機構との協議に基づき、委託業

務の処理が完了するまでの間、責任をもって当該事業の処理を行わなければならない。 

（１） 偽りその他不正の行為により落札者となったとき。（上記８－４－１４．談合等不

正行為の場合を除く。）  



30 

（２） 法第14条第2項第3号又は第15条において準用する第10条（第11号を除く。）の規定

により民間競争入札に参加する者に必要な資格の要件を満たさなくなったとき。  

（３） 契約に沿った委託業務を実施できなかったとき、またはこれを実施することができ

ないことが明らかになったとき。  

（４） （３）に掲げる場合のほか契約において定められた事項について重大な違反があっ

たとき。  

（５） 法令または契約に基づく報告をせず、若しくは虚偽の報告をし、または検査を拒み、

妨げ、若しくは忌避し、若しくは質問に対して答弁せず、若しくは虚偽の答弁をし

たとき。 

（６） 法令または契約に基づく指示（本実施要領に掲げる措置を履行しなかった場合を含

む。）に違反したとき。  

（７） 民間事業者またはその役職員その他委託業務に従事する者が、法令または契約に違

反して、委託業務の実施に関して知り得た秘密を漏らしまたは盗用した場合。  

（８） 暴力団員を、業務を統括する者または従業員としていることが明らかになった場合。 

（９） 暴力団または暴力団関係者と社会的に非難されるべき関係を有していることが明ら

かになった場合。  

（１０） 他から執行保全処分、強制執行、競売処分、租税滞納処分、その他公権力による

処分を受け、若しくは特別清算、会社更生手続、民事再生手続、破産又は私的整理

手続を申し立てられ、又は自らそれらのもの、若しくは再生手続開始の申立てをし

たとき。 

（１１） 民間事業者が手形交換所から手形不渡処分を受けたとき。 

（１２） 資産状態が悪化し、又はそのおそれがあると認めるに足る相当の理由があるとき。 

（１３） 民間事業者が上記８－４－１４．談合等不正行為に規定したいずれかの事項に該

当するものとして機構から不正行為に係る違約金の請求をうけたとき。 

 

８－４－１６．損害賠償  

民間事業者は、民間事業者の故意又は過失により機構に損害を与えたときは、機構に対

し、その損害について賠償する責任を負う。  

 

８－４－１７．不可抗力免責、危険負担  

民間事業者は、上記事項にかかわらず、民間事業者の責に帰することができない事由に

より委託業務の全部又は一部の実施が遅滞したり、不能となったりした場合は責任を負わ

ない。  

 

８－４－１８．契約の解釈 

契約に関して疑義が生じた事項については、その都度、民間事業者と機構が協議する。 
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９．事業を実施するに当たり第三者に損害を加えた場合における損害賠償に関して民間事

業者が負うべき責任 

民間事業者又はその職員その他の委託業務に従事する者が、故意又は過失により、委託

業務の受益者等の第三者に損害を与えた場合には、  

（１） 機構が民法第709条等に基づき当該第三者に対する賠償を行ったときは、機構は民間

事業者に対し、当該第三者に支払った損害賠償額（当該損害の発生について機構の

責に帰すべき理由が存する場合は、機構が自ら賠償の責に任ずべき金額を超える部

分に限る。）について求償することができる。 

（２） 民間事業者が民法第709条等に基づき当該第三者に対する賠償を行った場合であっ

て、当該損害の発生について機構の責に帰すべき理由が存するときは、民間事業者

は機構に対し、当該第三者に支払った損害賠償額のうち自ら賠償の責に任ずべき金

額を超える部分について求償することができる。  

 

１０．法第7条8項に規定する評価に関する事項 

１０－１．調査の実施時期 

 機構は、内閣総理大臣が行う評価の時期（平成29年6月を予定）を踏まえ、本事業の実施

状況について、平成293月末日時点における状況を調査する。 

 ※平成24-25年度 海外移住資料館管理運営業務にかかる業務委託の評価結果について

は、以下内閣府公共サービス改革のウェブサイトを参照。 

http://www5.cao.go.jp/koukyo/kanmin/nyusatsu/2014/0606/0606-4.pdf 

 

１０－２．調査項目及び実施方法 

 下記の項目ごとのその達成状況及び業務の実施状況、民間事業者からの提案による改善

実施要項並びに実施経費の状況及び評価について調査を行うものとする。 

（１） 海外移住資料館入館者数 

（２） 教育プログラム参加者数 

（３） ホームページアクセス数 

（４） 情報照会者 

（５） 入館者、海外移住資料館だより読者アンケート結果 

（６） 企画展示等イベント実施実績 

（７） 移住関連資料等の収集数 

（８） 情報検索システム登録数 

（９） 国内外の移住資料館等との連携状況（ネットワーク化プロジェクト等）、情報提

供状況 

（１０） トラブル・クレーム対応状況 

（１１） 海外移住資料館関連資料等の販売実績 
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（１２） 実施経費 

  

１０－３．実施状況の提出時期及び意見聴取等 

 機構は、本事業の実施状況について、１０－１．の評価を行うため、平成29年5月を目途

に内閣総理大臣および監理委員会へ提出するものとする。なお、機構は、必要に応じて民

間事業者から直接意見の聴取等を行うことが出来るものとする。 

 

１１．その他事業の実施に際し必要な事項 

１１－１．対象公共サービスの監督上の措置等の監理委員会への報告及び公表 

機構は、法第26条及び第27条に基づく報告聴取、立入検査、指示等を行った場合には、

その都度、措置の内容及び理由並びに結果の概要を監理委員会に報告することとする。 

 

１１－２．民間事業者の責務 

（１） 法第25条第２項の規定により、本事業に従事する者は、刑法（明治40年法律第45号）

その他の罰則の適用については、法令により公務に従事する職員とみなされる。 

（２） 法第54条の規定により、本業務の実施に関し知り得た情報を漏らし、又は盗用した

者は、１年以下の懲役又は50万円以下の罰金に処される。 

（３） 法第55条の規定により、報告をせず、若しくは虚偽の報告をし、又は検査を拒み、

妨げ、若しくは忌避し、若しくは質問に対して答弁をせず、若しくは虚偽の答弁を

した者、あるいは指示に違反した者は、30万円以下の罰金に処される。 

（４） 法第56条の規定により、法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他

の従業者が、その法人又は人の業務に関し、法第55条の違反行為をしたときは、行

為者が罰せられるほか、その法人又は人に対して同条の刑が科される。 

（５） 会計検査について民間事業者は、会計検査院法（昭和22年法律第73号）第23条第１

項第７号に規定する者に該当することから、会計検査院が必要と認めるときには、

同法第25条及び第26条により、同院の実地の検査を受け、同院から直接又は機構を

通じて、資料又は報告等の提出を求められたり、質問を受けたりすることがある。 

 

１１－３．機構の監督体制 

（１） 海外移住資料館運営・管理にかかる監督は、JICA横浜次長を責任者とする。 

（２） 実施要項に基づく民間競争入札手続きに係る監督は、JICA横浜所長を責任者とする。 

 

以上 

 

 



別紙1. 従来の実施状況に関する情報の開示

１．     従来の実施に要した経費
(単位：千円)

平成24年度実績
※

平成25年度実績
平成26年度計画

（見込）

常勤職員 - - -
非常勤職員 - - -

0 0 0
66,057 73,021 75,107
66,057 73,021 75,107

参考値 - - -
(b) - - -

- - -
(c) 1,982 2,191 未定

68,039 75,212 未定

（注記事項）

平成24年度実績
※

平成25年度実績
平成26年度計画

（見込）

44,587 53,504 53,504

18,330 16,040 16,040

213 447 200

5,994 5,956 4,700

48 256 120

4,178 3,679 5,450

141 190 240

257 154 300

131 55 200

3,740 4,136 3,540

2,585 454 270

1,045 713 1,020

3,146 3,477 5,564

66,063 73,021 75,107

※平成24年度の契約期間は平成24年6月1日から平成25年3月31日まで。

※千円未満四捨五入にて記載のため、各項の表示額合計と、合計額欄の金額は一致しない。

参考：JICA直営費による各費目の内容は以下のとおり。（単位：千円）

(※ これまでは契約には含まれず、JICAが直接支出していたが、今次の契約に含まれるもの）

平成24年度実績 平成25年度実績
平成26年度計画

（見込）

16,350 15,085 15,609

3,742 5,389 5,738

0 2,565 3,000

366 1,148 1,200

1,065 3,319 4,000

1,769 3,476 4,000

0 1,331 2,000

61 161 600

2,099 2,044 2,054

システム保守管理・機材リース等

広報経費（新聞掲載、駅貼り等）

企画展示経費(JICA提案企画)

学術委員会関連業務

人件費（管理費含む）

合計

消費税

展示室備品（キャスターパネル等）

一般業務費（リーフレット類、ソフトウェ
ア、教育関係）

ボランティア関連経費（交通費・食費・保
険料）

人件費

物件費
委託費等

減価償却費
退職給付費用
間接部門費
インセンティブ

（２）     受託事業者の報告による各費目の内容は以下のとおり。（単位：千円）

常設展示スペースにおける利用者向けサー
ビス提供

計(a)

計(a)+(b)+(c)

（１）     上記は、平成24年～26年の本件業務の委託範囲に要する経費である。入札の対象である業務のす
べてを外部委託により実施。

物件費[小計]

企画展示、公開講座、その他イベント関連
業務

教育プログラム運営業務

広報業務

ボランティア管理業務

一般収蔵庫及び写真特殊収蔵庫の収蔵物品
の保守業務

本件業務の運営全般に関する業務

学芸業務

図書資料室（海外移住）における利用者向
けサービス提供

※千円未満四捨五入にて記載
※海外調査費、ボランティア関連経費、公開講座関連経費の支払は直営にて実施
　その他項目については、JICAから民間業者に委託あるいは民間業者から購入

図書資料室関連経費（コピー機、資料デジ
タル化など）

公開講座関連経費（謝金・交通費）

海外調査費（渡航費・日当・宿泊費）



２．     従来の実施に要した要員

平成24年度 平成25年度 平成26年度
常勤スタッフ 7 7 7
補強要員 3 3 3

・ 平成26年度の常勤スタッフの内訳：

・

３．従来の実施に要した施設及び設備

４．従来の実施における目的の達成の程度

http://www5.cao.go.jp/koukyo/kanmin/nyusatsu/2014/0606/0606-4.pdf

（１）  実績数値
①  ～ ③：評価指標（インセンティブ指標）

1)  ～ 4)：その他

平成24年度 平成25年度

36,491 37,553

4,994 6,803

154,255 163,928

284 324

2,591 2,584

1,190 621

8,504 8,655

（２）  企画展示実績（詳細は海外移住資料館ホームページ、あるいは館報参照）

[平成24年度]
①　ハワイに生きる日系人　-受け継がれる日本の心-

平成24年7月27日（金）～9月2日（日）

平成24年10月4日（木）～11月11日（日）

平成24年12月12日(水)～平成25年1月6日（日）

13,621

②   JICA横浜　海外移住資料館の10年

③  アンドウ・ゼンパチ　-移民知識人の人生とその業績

JICA横浜「海外移住資料館」管理・運営業務に係る施設及び設備
- 常設展示室　　　　　　　　　　　　　732.2m2
- 企画展示室・ガイダンスホール      　130.1m2
- 図書資料室（海外移住）　　　　　　   56.5m2
- 一般収蔵庫　　　　　　　　　　　    243.1m2
- 写真特殊収蔵庫　　　　　　　　　　　 31.0m2
- 移住資料書庫　　　　　　　　　　　　 67.1m2
- 執務室                　　　　　　   23.4m2　　　　　　　　　　　　　　     -
データ入力・教材等管理室　　　　　　 17.5m2
- 設置機材リスト、常設展示室平面図は別紙５、６のとおり。
- 情報展示システム、情報検索システムの構成図はそれぞれ閲覧資料９、11のとおり。

3,722

46

2,959

45,964

96

3)  資料受入（件数）

委託先における人員配置は以下のとおりである。

〝Ando Zenpati　-A vida e a obra de um imigrante intelectual"

1.（指標の意義、選定根拠）
資料館の設置目的が日本人の海外移住の歴史、日系人社会に関する資料・情報の収集・整理、調査・研究を我
が国政府による移住者・日系人支援事業を踏まえつつ行うと共に、これら情報・資料の展示、情報提供等を通
じた海外移住についての知識普及及び教育を行うことであることから、知識普及の評価指標として入館者数、
教育プログラム受講者数、ホームページアクセス数とした。

図書資料室（海外移住）受付1名、本件業務全般に係る補助業務1名、常設展示受付1名。

平成26年度（参考）

平成26年度の補強要員の内訳：

4)  情報検索アクセス数（検
索件数）

①  入館者数（人数）

②  教育プログラム参加者数
（人数）

※平成24-25年度海外移住資料館の管理・運営にかかる業務委託の評価結果については、以下内閣府公共
サービス改革のウェブサイトを参照。

③  ホームページアクセス数
（visits）

1)  照会対応（件数）

2)  図書資料室（海外移住）
（入室者人数）

895

※平成26年度は第1四半期までの数値

業務総括1名、他6名（収蔵庫保守・学芸業務・学芸業務担当、運営委員会/学術委員会関
連業務担当・特別展示・企画展示等業務担当、ボランティア管理・広報業務担当、システ
ム・ホームページ運用担当、図書資料室（海外移住）業務・教育プログラム担当、広報業
務副担当）。

入札の対象である業務の全てを外部委託により実施。



平成25年1月18日（金）～2月17日（日）

平成25年3月1日（金）～5月6日（日）

 [平成25年度]

平成25年7月19日（金）～9月23日（月）

平成25年11月15日（金)～12月28日（土）

平成26年1月18日（土）～2月16日（日）

平成26年3月1日（土）～5月11日（日）

[平成26年度]（実績および予定）

平成26年6月7日（土）～7月21日（月）

平成27年3月13日（金）～ 未定

（３）  公開講座実績
[平成24年度]

①   デカセギの子どもたち　自分たちを語る 平成24年5月19日（土）
②   映像上映会　「Go for Broke！」－ハワイ日系二世の記憶－ 平成24年9月8日（土）
③   世界のパスポート/パスポートの世界 平成24年12月9日（日）
④ 経済不況化のブラジル人とコミュニティ

平成25年2月9日（土）

[平成25年度]
①  “Breaking the Silence”沈黙を破って 平成25年8月11日（日）

平成26年3月16日（日）

[平成26年度]（実績および予定）
①   日本移民学会との共同開催公開講座シリーズ「日本人と海外移住」
   近代日本人の海外移民 平成26年4月26日（土）

平成26年6月7日（土）
③  日本移民学会との共同開催公開講座シリーズ「日本人と海外移住」

平成26年6月14日（土）
④   日本移民学会との共同開催公開講座シリーズ「日本人と海外移住」

平成26年9月20日（土）
⑤   日本移民学会との共同開催公開講座シリーズ「日本人と海外移住」

平成26年10月25日（土）
⑥   日本移民学会との共同開催公開講座シリーズ「日本人と海外移住」

平成26年12月27日（土）
⑦  日本移民学会との共同開催公開講座シリーズ「日本人と海外移住」

平成27年2月28日（土）

（４）その他イベント実績
[平成24年度]

① 子どもの日はカルタで遊ぼう（児童福祉週間）
　平成24年5月5日（土）
② ミュージアム・クイズラリーよこはま 2012（近隣博物館との連動企画）
  平成24年7月20日（金）～8月31日（金）
③ 新港サマーパスポート
　平成24年8月3日（金）～8月31日（金）

  平成24年8月5日（日）、8月26日（日）
⑤ 子どもアドベンチャー2012 （横浜市教育委員会との連動企画）
　 平成24年8月22日（水）～8月23日（木）
⑥  宝島ハロウィン　（近隣博物館、商業施設等との連動企画）
   平成24年10月28日（日）
⑦　第2回 中南米横浜書道展
   平成24年12月1日（土）～12月24日（月）
⑧ 上映会「時折―グラミーニャの家族」
　平成25年1月19日（土）

④ かながわ子ども・子育て支援月間　紙芝居・カルタで遊ぼう！（神奈

平成26年8月2日（土）～10月26日（日）
②   ララってなあに？　日本を助けたおくりもの　- ララ物資にみる海外日系人との絆

④  雄飛-沖縄移民の歴史と世界のウチナーンチュ

④　和歌山展

　 中南米への移民

豊田市のブラジル人はどのような生活を送っているのか

   アメリカ合衆国への移民

   カナダへの移民

ブラジルへの移民

②  多文化共生社会の変容　移民第二世代の活躍と日本人側の理解

   ハワイへの移民

②   在バンクーバー総領事が語る 神奈川・横浜とカナダ・バンクーバーとの交
流

⑤　100年後のカリフォルニアへ　-祖父たちの足跡をたどって-　松井みさき写真展

②  日系人と混血　–Hapaとメスチッソ-

③  魁(さきがけ)～日本からハワイへ渡った人々　- 浜野龍峰　書のある空間から -

④   ペルーの日系人

① 海を渡った日本人町」展 -アメリカ大陸の日本人町、日本町、日本人街、小東京-

平成26年12月13日（土）～平成27年2月15日（日）
③   マンガと日系人　- 米・加・墨・秘・伯・亜のmanga -

①  ブラジル・サッカーのサムライたち　-日系スーパープレーヤー列伝



[平成25年度]
① 子どもの日はカルタで遊ぼう（児童福祉週間）
　平成25年5月5日（日）
② 6月18日は海外移住の日イベント
　平成25年6月15日（土）、16日（日）、18日（火）
③ ペルー日本人契約移民データベース(日本語版）開通式
　平成25年6月18日（火）
④ ミュージアム・クイズラリーよこはま2013（近隣博物館との連動企画）
　平成25年7月13日（土）～9月1日（日）
⑤ かながわ子ども・子育て支援月間 カルタで遊んでタイムスリップ！（神奈川県保健福祉局企画）
　平成25年8月3日（土）、17日（土）
⑥ 子どもアドベンチャー2013 （横浜市教育委員会との連動企画）
　 平成25年8月20日（火）～21日（水）
⑦　Brasil Culture Festival　2013横浜
　 平成25年8月16日（金）～18日（日）
⑧  宝島ハロウィン　（近隣博物館、商業施設等との連動企画）
   平成25年10月27日（日）
⑨  第3回 中南米横浜書道展
　 平成25年12月3日（火）～27日（金）
⑩ みなとみらい21新港地区 いちごＭＡＰ
　平成26年1月31日（金）～2月28日（金）

[平成26年度]（実績および予定）

　平成26年4月19日（土）～5月10日（土）
② 6月18日は海外移住の日イベント
　平成26年6月18日（水）～22日（日）

　平成26年7月19日(土)～8月31日（日）

　平成26年8月19日（火）、20日（水）

  平成26年8月19日（火）、20日（水）
⑥  宝島ハロウィン　キッズ・ハロウィンラリー（近隣博物館、商業施設等との連動企画）
　平成26年10月26日（日）

（５）  予算実績（※ JICA直営分は除く）

　　4,177,637円（物件費のみ。本業務受注事業者人件費（管理費を含む）を除く。）

　　5,955,526円（物件費のみ。本業務受注事業者人件費（管理費を含む）を除く。）

　　3,679,306円（物件費のみ。本業務受注事業者人件費（管理費を含む）を除く。）

その他予算実績については、閲覧資料２． 四半期報告書を参照。

⑤  かながわ子ども・子育て支援月間 カルタで遊んでタイムスリップ！（神奈川県保健福祉局企画）

[平成24年度]

①  名探偵コナン横浜ベイサイド謎解きラリー

③  ミュージアム・クイズラリーよこはま2014（近隣博物館との連動企画）

④ 子どもアドベンチャー2014 （横浜市教育委員会との連動企画）

②  広報業務費：

①  特別展示・企画展示・公開講座・その他イベントに要した経費：

[平成25年度]

①  特別展示・企画展示・公開講座・その他イベントに要した経費

　　5,993,521円（物件費のみ。本業務受注事業者人件費（管理費を含む）を除く。）

②  広報業務費



必須 加点

大項目 小項目

組織的基盤に関する事項 1 【必須】主たる事業概要、従業員数、事業所の所在地、主要株主構成等に関する情報が記載されているか。 1

経理的基盤に関する事項 2

【必須】下記、証明書および申請書を添付されているか。
- 登記事項証明書
- 直近3期分の法人税確定申告書の写（税務署受付印のある申請書一式。財務諸表も添付すること。なお直近の
決算月が入札日から3ヵ月以上遡る場合は、入札日が属する月の前月末まで残高試算表を添付すること。）
- 法人税並びに消費税及び地方消費税の納税証明書［直近のもの］

1

3 【必須】本事業の内容すべてについて提案されているか。 9

4
【必須】本業務の背景、目的、本事業受託業者に求める業者姿勢を十分理解していることが示されているか。ま
た、我が国政府による移住者・日系人支援事業の歴史的経緯や現況、ならびに海外移住資料館の役割を踏まえ
て、本事業の基本方針を策定しているか。

9

5 提案されている基本方針を踏まえ、地域に根差した魅力ある運営方針が示されているか。 10

業務実施体制 6 提案された方針を確実に達成するための体制が示されているか。 10

7
資料館、博物館、図書館等、不特定多数の来館者が学習のために訪れる施設の管理・運営業務を行った経験があ
るか。

5

8 各種資料・情報の収集・整理、調査・研究を行った経験はあるか。 5

常設展示スペースにおける
利用者向けサービス提供

9 常設展示スペースにおける利用者向けサービスの質的向上を図るべく提案が具体的に示されているか。 20

企画展示、公開講座、その
他イベント等関連業務

10
企画展を中心に、海外移住に対して必ずしも関心の高くない層を引き付けることのできるような、魅力のある提
案が具体的に示されているか。

20

教育プログラム運営業務 11 受講者の増加や満足度の向上に資する提案がモデル・プログラムとして具体的に示されているか。 20

広報業務 12 来館者数の増加に資する戦略的かつ効果的な広報の提案が具体的に示されているか。 20

一般収蔵庫および写真特殊
収蔵庫の収蔵物品の保守業
務

13 収蔵資料の適切な保存・分類・管理を効果的かつ効率的に実施するための提案が具体的に示されているか。 20

図書資料室（海外移住）に
おける利用者向けサービス
提供

14 利用者の増加に資する魅力のあるサービス提供の提案が具体的に示されているか。 10

学芸業務 15
資料の収集・整理、保存・分類・管理、調査・研究、情報提供の方法について、日本人の海外移住や海外日系人
社会に関する資料や情報の集積の拠点としての機能拡充に資する提案が具体的に示されているか。また、レファ
レンスサービスについて具体的な提案が示されているか。

20

関係機関との連携 16
国内外の関係する博物館・資料館、各移民送出県、横浜市およびみなとみらい地区を中心とする関連機関、近隣
施設、博物館等との間で、緊密なネットワークを構築していくにあたり、必要な提案が具体的に示されている
か。

20

20 180

民間事業者（社）に
望まれる経験・能力
等

合　計

評価項目一覧表 別紙２

番号 評価基準
配点

基本事項

評価項目

業務の実施方針

事業内容



別紙３ 

平成  年  月  日 

技術提案書 

 

件名：海外移住資料館の管理・運営業務 

 

 

提出者 担当部署 

    担当者氏名 

    住所 

    商号／名称             ㊞ 

    代表者氏名             ㊞ 

 

    電話番号         FAX番号 

  電子メールアドレス 

 

 

− − − − − − − − − − − − − − − − 以下別紙− − − − − − − − − − − − − − − −  

 



別紙４ 

 

１．海外移住資料館学術委員会委員構成 

区 分 氏   名 所属・役職 備 考 

学術委員※ 

（五十音順） 

飯野 正子 津田塾大学学長 学術委員長 

石川 友紀 琉球大学名誉教授 委員 

粂井 輝子 白百合女子大学教授 委員 

島田 法子 日本女子大教授 委員 

中牧 弘允 国立民族学博物館名誉教授 委員 

森茂 岳雄 中央大学教授 委員 

柳田 利夫 慶応義塾大学教授 委員 

山本 匡 東京工業大学大学院特別研究員 委員 

ＪＩＣＡ 

 

横浜国際センター所長 委員 

横浜国際センター次長 委員 

横浜国際センター市民参加協力課長 委員 

※ 所属・役職は委嘱時点（平成 24年 4月）。 

※ 学術委員の委嘱期間は平成 27年 3月末までであり、平成 27年度以降の委員構成については

検討中。 

 

２．学術委員会の機能 

○ 学術研究課題の検討、学術研究者の選定 

○ 企画展示の検討 

○ 研究紀要の編纂 

○ 学術研究の評価 

○ 学術研究交流の検討 





別紙６ 

海外移住資料館設置主要機材リスト 

 

１．情報処理室 

   コンテンツ送出サーバー             １式 

   ウエブサーバ                  ２台 

   ネットワークサーバ               １台 

   ファイアーウォール               １台 

   無停電電源装置                １２台 

   情報検索システム用サーバ等周辺機器       １式 

２．展示室（括弧内の表示は、別紙５ 常設展示室平面図の表示に対応） 

 （１）企画展示室（Ｘ-２） 

    高照度液晶プロジェクター           １台 

    ＶＴＲデッキ                 １台 

    ミキサーアンプ                １台 

    パワーディストリビュータ           １台 

 （２）導入ゾーン（Ｘ） 

    プラズマディスプレイ             ３台 

 （３）世界移住マップ（Ａ－１） 

    映像送出ワークステーション          １台 

    空間プロジェクター              ３台 

    液晶プロジェクター              １台 

 （３）日本人の海外移住の歴史（Ａ－２） 

    液晶ディスプレイ               ５台 

 （４）ハワイへの官約移民（Ａ－２・７） 

    アクティブスピーカー             １組 

 （５）時代の証言（Ａ－２・６） 

    液晶ディスプレイ               ３台 

    非接触型スイッチユニット           ３台 

 （６）移住の背景（Ｂ－１） 

    液晶ディスプレイ               ３台 

 （７）移住の道のり（Ｂ－２） 

    プラズマディスプレイ             １台 

 （８）新世界の風景（Ｂ－３）    

    液晶プロジェクター              ３台 

（９）移住者のなりわい（Ｂ－４） 

    液晶ディスプレイ               １台 

 （10）移住者のきずな（Ｂ－６） 

    液晶ディスプレイ               １台 



 （11）ニッケイライフヒストリー（Ｃ） 

    液晶ディスプレイ               １台 

 （12）デジタル移住スペース（Ｄ） 

    映像送出ワークステーション          １台 

    液晶プロジェクター                ２台 

    液晶ディスプレイ               ６台 

    ＣＣＤカメラ                 １台 

    無停電電源装置                １台 

 （13）日本の中のニッケイ（Ｅ） 

    プラズマディスプレイ             １台 

３．図書資料室（海外移住） 

  マイクロフィルムスキャナー            １台 

  課金システム付カラープリンター          １台 

  モニター用テレビ（VHS視聴可）           １台 

４．資料館業務室執務室 

  事務机・椅子・電話・棚等             １式 

 

※今次入札では受注者が調達すべきものとなる機材リストは以下のとおり。但し内容・

台数は受注者が適宜提案すること。 

①情報処理室 

 執務用コンピューター（モニタ含む一式）    1台 

  モノクロレーザプリンタ（一式）        1台 

②常設展示室 

 受付執務用コンピューター           1台 

③図書資料室（海外移住） 

 執務用コンピューター（モニタ含む一式）    1台 

 利用者用コンピューター（検索システム等利用） 1台 

 モノクロレーザプリンタ（一式）        1台 

④資料館業務室執務室 

 執務用コンピューター（モニタ含む一式）    5台 

 カラーレーザプリンタ（一式）          1台 

  

⑤ボランティア控室 

 情報検索システム等利用者用コンピューター   1台 

以 上 



 
 

別紙７ 

JICA横浜 海外移住資料館 アンケート（案） 

 

１． 海外移住資料館のご利用は何回目ですか。 

□はじめて  □2回目  □3回目以上 

 

２． 当施設をどこでお知りになりましたか。 

□当館ホームページ □メールマガジン・ダイレクト・メール  □近隣を通りかかって  

□広告・記事(新聞・雑誌名：          ) □チラシ（取得場所：               ） 

□当館以外のWebページ（                 ） □その他(                ) 

 

３． 常設展示の内容について、4段階のうち当てはまるものに印を付けてください。 

 

 

 

  理由：（                                   ） 

 

４． 企画展示の内容について、4段階のうち当てはまるものに印を付けてください。 

 

 

 

  理由：（                                   ） 

 

※ 教育プログラム参加者のみ回答してください。 

５． 教育プログラムの内容について、4段階のうち当てはまるものに印を付けてください。 

 

 

 

  理由：（                                   ） 

 

 ６．その他、ご意見・ご要望等ございましたらご記入ください。 

 

※ 今後、資料館の企画等の案内をご希望される方は、連絡先をご記入下さい。 

ご記入いただいた情報は案内の送付（送信）以外に使用いたしません。 

E-mail： 

[郵送ご希望の方] 氏名： 

住所：〒 

アンケートにご協力いただきありがとうございます。 

とてもよい よい あまりよくない よくない 

□4 □3 □2 □1 

とてもよい よい あまりよくない よくない 

□4 □3 □2 □1 

とてもよい よい あまりよくない よくない 

□4 □3 □2 □1 

 



別紙８ 

閲覧資料一覧 

 

１． 海外移住資料館展示案内「われら新世界に参加す」 
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